
 
 
 

       ⇒「令和７年分 給与所得者の扶養控除等申告書の記載例」 

令和７年度税制改正により、令和７年 12 月１日から、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件

及び給与所得控除額が改正されました。 

これらの改正により、新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった場合には、その

旨を記載した「令和７年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を、給与の支払者に提出すること

になりますので、ご注意ください。 

（注１）年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする方は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日まで

に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を給与の支払者に提出する必要がありますが、その申告書に記載する特

定親族については、「令和７年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」には記載する必要がありません（令和８

年分以後の記載については、下記「令和８年分」をご確認ください。）。 

（注２）特定親族特別控除とは、所得者が特定親族を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から、その特定親

族１人につき 63 万円を限度として、特定親族の合計所得金額に応じた金額を控除するというものです。 

特定親族とは、所得者と生計を一にする年齢 19 歳以上 23歳未満の親族（里子を含み、配偶者、青色事業専従者と

して給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。）で、合計所得金額が 58 万円超 123 万円以下である人を

いいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ⇒「令和８年分 給与所得者の扶養控除等申告書の記載例」 

令和７年度税制改正により、特定親族特別控除が創設されたことに伴い、令和８年分以後の「給与所得

者の扶養控除等（異動）申告書」の記載事項が変更されました。 

具体的には、令和７年分までの「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」には、「控除対象扶養親族」

を記載することになっていましたが、令和８年分以後の「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」には、

「源泉控除対象親族」（①控除対象扶養親族又は②特定親族のうち合計所得金額が 100 万円以下の人のい

ずれかに該当する人）を記載することとされましたので、記載誤りのないよう、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年分 

令和７年・令和８年分の給与所得者の扶養控除等（異動）申告書について 

【参考：源泉控除対象親族の範囲】 

【給与所得控除額（改正された範囲）】 

給与の収入金額 
給与所得控除額 

改正後 改正前 

 162 万 5,000 円以下 

65 万円 

55 万円 

162万 5,000 円超 180 万円以下 その収入金額×40％－10 万円 

1 8 0 万 円 超 190 万円以下 その収入金額×30％＋８万円 

（注） 給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。 

【所得要件】 

扶養親族等の区分 

所得要件（注１） 
（収入が給与だけの場合の収入金額（注２）） 

改正後 改正前 

扶養親族 

同一生計配偶者 

ひとり親の生計を一にする子 

58 万円以下 
（123 万円以下） 

48 万円以下 
（103 万円以下） 

配偶者特別控除の対象となる

配偶者 

58 万円超 133 万円以下 
（123 万円超 201 万 5,999 円以下） 

48 万円超 133 万円以下 
（103 万円超 201 万 5,999 円以下） 

勤労学生 85 万円以下 
（150 万円以下） 

75 万円以下 
（130 万円以下） 

（注）１ 合計所得金額（ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額）の要件をいいます。 

２ 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。 

令和８年分 

123万円
（188万円）

親族の合計所得金額
（収入が給与だけの場合の収入金額）

100万円
（165万円）

58万円
（123万円）

親族の年齢16歳 19歳 23歳 70歳

扶養親族
控除対象
扶養親族

特定扶養親族 老人扶養親族
控除対象
扶養親族

特定親族

源泉控除対象親族

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/305-2.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/309.pdf

